
開　催　日 ： 令和元年７月７日（日）
開催コース： 大雪山カントリークラブ

1.　ゴルフ規則　　日本ゴルフ規則とこの競技のローカル・ルールを適用する。
2.　使用球の規格　　プレーヤーが使用する球はＲ＆Ａが発行する最新の適合球リストに掲載されている
　　ものでなければならない。
3.　ホールとホールの間での練習禁止「ゴルフ規則5-5」を適用する。（34Ｐ参照）
4.　競技終了時点　　競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。

1.　アウト・オブ・バウンズの境界は白線をもって標示する。
2.　修理地は青杭を立て、または白線をもってその限界を標示する。
3.　レッドペナルティエリアは赤杭または赤線をもってその限界を標示する。
4.　排水溝は動かせない障害物とする。
5.　コース上全ての道路や通路、あるいは［樹木の支柱、防護ネット、溝、ベンチ、給水栓等］はたとえ人工の表面を
　　持っていなくとも、規則に基づき罰なしに救済が認められ、動かせない障害物として扱われる。
6.　芝生保護のためにコース内に敷いてある人口（プラスチック製またはゴム製など）の歩経路は人工の表面をもつ
　　道路とする。樹木保護のための巻物施設（巻網など）はコースと不可分の部分とする。
7.　パッティング練習グリーンは、プレー禁止の修理地（ジェネラルエリア）とし、その上に球があったりスタンスがかかる
　　場合、競技者はゴルフ規則13-1 f の救済を受けなければならない。このローカルルールの違反は２打とする。

1.　競技の条件、またはローカル・ルールに追加変更のあるときは、倶楽部ハウス内に掲示して告示する。
2.　パー3のホールでは、パターをする前に後続組がティイングエリアに来た時は打たせること。
3.　プレー進行に留意し、先行組との間隔を不当に空けないように注意すること。
4.　競技当日のスタート前の練習は指定練習場で行い、打放し練習場においては備付の球を使用し、
　　1人25球を限度とする。
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